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令和３年第７回筑西市教育委員会定例会会議録 

 

招集日時 

場   所 

出 席 者 

欠席委員 

傍 聴 者 

委員以外の出席者 

 

 

 

 

 

議   案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年７月１５日（木） 午後１時３０分 （開会：午後１時３０分 ～ 閉会：午後２時３０分） 

筑西市丙３６０番地 本庁舎３階 筑西市教育委員会３０２会議室 

教育長：小室髙志、教育長職務代理者：吉澤貴美子、教育委員：塚本真実、教育委員：草間 武、教育委員：山口雅敏 

なし 

なし 

部長：古幡成志、次長：鈴木敦史、次長：入山克巳、学務課長：根本薫、義務教育学校整備推進課長：市塚文夫、指導課長：野口修、生涯

学習課長：寺内智恵子、地域交流センター長：海老澤敦司、スポーツ振興課長：増田茂、美術館副館長補佐：堀江隆之、学務課学校総務

グループ課長補佐：木村拓夫、学務課学校総務グループ主事：小林奈央 

 

 

 

報告第１３号 学校の在り方検討委員会委員の委嘱について 

報告第１４号 義務教育学校・明野地区準備委員会委員の委嘱について 

報告第１５号 筑西市社会教育委員の委嘱について 

報告第１６号 筑西市青少年問題協議会の委員及び幹事の委嘱について 

報告第１７号 筑西市公民館運営審議会委員の委嘱について 

報告第１８号 筑西市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

議案第２０号 筑西市いじめ問題専門委員会委員の委嘱について 

議案第２１号 令和４年度使用教科用図書の採択について【非公開】 

議案第２２号 筑西市立体育館条例施行規則等の一部改正について 

議案第２３号 「皆川末子 布絵の世界展」の入館料について 
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議事の大要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 室 教 育 長 ：  みなさん、こんにちは。それでは、２．議事に入ります。 

報告第１３号 学校の在り方検討委員会委員の委嘱について及び報告第１４号 義務教育学校・明野地区準備委員会 

委員の委嘱について、ご説明をお願いします。 

義務教育学校整備推進課長： 【資料により説明】 

小 室 教 育 長 ： ただいま、報告第１３号及び報告第１４号についてご説明いただきましたが、ご質問等がございましたらお願いいたしま 

す。 

山 口 委 員 ： 筑西市学校の在り方検討委員会委員の保護者については、保護者の代表ということで、基本的に PTA会長の方が務 

められていると思います。今回委嘱された委員さんの中には、昨年度の PTA会長の方がいらっしゃいますが、今年度 

新しく PTA会長に就任された方が努められるのがいいのではないでしょうか。例えば、明野地区の委員さんについて 

は、義務教育学校の開設もありますので、昨年度の PTA会長の方であると、現場としての意見が出にくいのではない 

でしょうか。 

義務教育学校整備推進課長： PTA会長の変更については、ある程度今回の委嘱に反映されていると思います。 しかし、制度の中身や今までの流 

れを分かっているという点で、委員を継続していただいている方もいらっしゃいます。あくまでも保護者の代表ということ 

になりますので、必ずしも今年度の PTA会長の方が委嘱されているという訳ではございません。  

古 幡 部 長 ： 下館地区の五所小学校の委員さんについては、PTA会長を既に辞められている方になりますが、北中の協議会など 

に参加していただいている方であるため、今回も引き続きお願いしております。 

山 口 委 員 ： あくまでも保護者代表ということで、制度や流れを分かっている方が委嘱されているということですね。了承しました。 

小 室 教 育 長 ： よろしいでしょうか。続きまして、報告第１５号 筑西市社会教育委員の委嘱について及び報告第１６号 筑西市青少 

年問題協議会の委員及び幹事の委嘱について、ご説明をお願いします。 

生涯学習課長 ： 【資料により説明】 

小 室 教 育 長 ： ただいま、報告第１５号及び報告第１６号についてご説明いただきましたが、ご質問等がございましたらお願いいたし 

 ます。よろしいでしょうか。続きまして、報告第１７号 筑西市公民館運営審議会委員の委嘱について、ご説明をお願い 

 します。 

地域交流センター長：  【資料により説明】 

小 室 教 育 長 ： ただいま、報告第１７号についてご説明いただきましたが、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。続きまして、報告第１８号 筑西市スポーツ推進審議会委員の委嘱について、ご説明をお願いしま 

す。 

スポーツ振興課長： 【資料により説明】 
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協   議 

 

小 室 教 育 長 ：  ただいま、報告第１８号についてご説明いただきましたが、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。続きまして、議案第２０号 筑西市いじめ問題専門委員会委員の委嘱について、ご説明をお願いし 

ます。 

指 導 課 長 ： 【資料により説明】  

小 室 教 育 長 ： ただいま、議案第２０号についてご説明いただきましたが、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。それでは、議案第２０号について、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

各  委  員  ： 【挙手全員】 

小 室 教 育 長 ： 挙手全員であります。よって、議案第２０号について、原案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第２１号 令和４年度使用教科用図書の採択について、ご説明をお願いします。 

学 務 課 長 ： 【資料により説明】  

小 室 教 育 長 ： ただいま、議案第２１号についてご説明いただきましたが、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。それでは、議案第２１号について、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

各  委  員  ： 【挙手全員】 

小 室 教 育 長 ： 挙手全員であります。よって、議案第２１号について、原案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第２２号 筑西市立体育館条例施行規則等の一部改正について、ご説明をお願いします。 

スポーツ振興課長：【資料により説明】 

小 室 教 育 長 ： ただいま、議案第２２号についてご説明いただきましたが、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。それでは、議案第２２号について、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

各  委  員  ： 【挙手全員】 

小 室 教 育 長 ： 挙手全員であります。よって、議案第２２号について、原案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第２３号 「皆川末子 布絵の世界展」の入館料について、ご説明をお願いします。 

美術館副館長補佐：【資料により説明】 

小 室 教 育 長 ： ただいま、議案第２３号についてご説明いただきましたが、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。それでは、議案第２３号について、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

各  委  員  ： 【挙手全員】 

小 室 教 育 長 ： 挙手全員であります。よって、議案第２３号について、原案どおり可決いたします。 

続きまして、３．協議に入ります。（１）次回教育委員会定例会について、ご説明をお願いします。 

学 務 課 長 ： 次回教育委員会定例会につきましては、８月１９日(木)午後２時００分から開催いたします。 
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小 室 教 育 長 ： ありがとうございました。続きまして、４．その他に入ります。（１）令和３年度秋季運動会について、ご説明をお願いし 

ます。 

学 務 課 長 ： 【 説 明 】 

小 室 教 育 長 ： 令和３年度秋季運動会については、各学校午前中終了、一家族多くても３名以内での応援ということで各学校長より要 

望がありました。続きまして、(２) 令和２年度（令和３年）新成人者のちくせい花火大会への招待及び令和３年度（令和 

４年）成人式典の開催について、ご説明をお願いします。 

生涯学習課長 ： 【資料により説明】 

塚 本 委 員 ： 招待される御本人からの意見等についてはいかがでしたか。 

生涯学習課長 ： 招待はがきを発送した後の御意見ですと、本人だけではなく、家族も招待して欲しいという声がありました。 

しかし、花火大会への招待は、成人式が開催できなかったということでの招待となりますので、本人のみの席の用意と 

なることをお伝えしております。また、今回の花火大会は、筑西市として初めての開催となるため、開催内容について 

の問い合わせがございました。はがきの返送状況につきましては、１１１３名に郵送しておりますが、返信については、 

１４日現在、３７０件という状況です。 

塚 本 委 員 ：  はがきを返送せずに花火大会を見に行ってしまう方も中にはいらっしゃると思うのですが、そのような場合はどのよう 

な対応となりますか。花火大会の開催が初めてのことになりますので、当日混乱はあると思います。しかし、もしも、は 

がきを返送せずに来場された場合でも、成人者のエリアの中に入れてあげたい気持ちがあります。現場で臨機応変 

に対応していただければと思います。 

生涯学習課長 ：  出席のご連絡をいただいた方には、入場整理券をお送りしており、整理券がある方のみが入れる成人者のエリアを設 

ける予定です。花火を自由に見ていただくことは可能ですが、成人者のエリアの座席は、入場整理券がある方のみの 

席のご用意となります。観光振興課を主管課として準備を進めていただいており、座席については、レンタルになると 

のことです。席数に応じて費用がかかりますので、花火大会の開催は１０月ですが、準備の都合上、７月下旬までに 

は数を把握できるよう、成人者の方に案内を発送している状況です。 

草 間 委 員 ：  花火大会について、新成人のために開催される花火大会かと思いましたが、そうではなく、市の花火大会に招待をす 

るということなのですね。 

吉 澤 委 員 ：  花火大会が実施できることを願っています。 

塚 本 委 員 ：  万が一、来年も再来年も成人式が実施できない場合も想定できます。その場合、その年だけ花火大会への招待が無 

いということにならないようにご対応いただければと思います。 

小 室 教 育 長 ：  よろしいでしょうか。花火大会が終わりましたら、今回の課題等について報告をしていただければと思います。 
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生涯学習課長 ：  続きまして資料の配布はございませんが、令和３年度（令和４年）成人式典の開催について、ご説明いたします。 

【 説 明 】 

小 室 教 育 長 ：  よろしいでしょうか。ありがとうございました。続きまして、（３）令和３年度７月定例学校運営研修会について、説明いた 

します。  

【資料により説明】  

その他ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

以上をもちまして、令和３年第７回筑西市教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 


